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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当行は、当行が持続的に成長し、中長期的な企業価値を向上させ、お客様・株主様にとって、「なくてはならない銀行」であり続けるための最良な
コーポレートガバナンスを実現することを目的とし、以下の基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンスに関する施策の実施と体制の整備に
努めます。

　（1）株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

　（2）ステークホルダーである「地域社会」、「顧客および株主」、「従業員」の利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。

　（3）会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

　（4）独立社外取締役および監査役並びに監査役会の活用により、取締役会の監督機能の実効性向上を図る。

　（5）中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コードの各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】（いわゆる政策保有株式）

　株式の政策保有に関する方針、および政策保有株式に係る議決権行使に関する方針については、当行ホームページにて公表しております
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第5条（株式の政策保有に関する方針）および第6条（政策保有株式に係る議決権行使に関する方
針）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

〔政策保有株式の保有可否判断〕

　取締役会は、定期的に政策保有株式の個別銘柄ごとに保有目的の適切性、保有に伴うメリット、リスク、資本コストとのバランス等を、定性面・定
量面で保有の可否について検証しております。

【原則1-7】（関連当事者間の取引）

　関連当事者間の取引に関する手続等については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第7条
（関連当事者間の取引）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

【原則2-6】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

　当行は佐賀銀行企業年金基金を設置しており、同基金は年金給付等を確実に行うため、政策的資産構成割合を策定し、年金資産を運用してお
ります。企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基
本方針」の第11条（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

【原則3-1】（情報開示の充実）

（1）「経営理念」および「経営の基本方針」を策定し公表しております。詳細は、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/management.html）

また、「中期経営計画」についても策定し公表しております。詳細は、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/20190401.pdf）

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、運営方針等を定めた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定し公表しておりま
す。詳細は、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

（3）取締役会が、取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書【取締役報酬関係】に記載するほか、当行ホームページ
にて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第23条（経営陣の報酬等を決定するに当たっての方針・手続）に記載しており
ますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

（4）取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、当行ホームページにて公表して
おります「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第19条（取締役候補および監査役候補の指名等に関する方針・手続）および第20条（頭取
を含む経営陣幹部の選解任に関する方針・手続）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

（5）取締役候補者および監査役候補者の個々の選任理由については、当行ホームページに掲載しております定時株主総会招集ご通知の「株主
総会参考書類」に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/investors/pdf/20200602a.pdf）

【原則4-1-1】（取締役会の経営陣に対する委任の範囲）

　取締役会の経営陣に対する委任の範囲と手続等については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方



針」の第13条第3項（取締役会）に記載し、また、同基本方針の脚注4に、取締役会の専決事項および経営陣に対する委任の範囲を定めた規程の
概要を記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

【原則4-9】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

　社外役員（社外取締役、社外監査役）候補者については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、当行が定める「独立性判断基準」に
則って選定しております。「独立性判断基準」の詳細については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本
方針」の脚注5に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

【原則4-11-1】（取締役会全体のバランス、多様性及び規模の考え方）

　取締役会の構成や取締役会全体のバランス、多様性及び規模の考え方等については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガ
バナンスに関する基本方針」の第13条第4項および第5項（取締役会）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

【原則4-11-2】（取締役・監査役の兼任状況）

　「定時株主総会招集ご通知」の添付書類「事業報告」、「株主総会参考資料」において、取締役および監査役の重要な兼職の状況を開示しており
ます。なお、本報告書提出日現在において、当行の取締役および監査役の他の上場会社の役員等の兼任について、該当事項はありません。

【原則4-11-3】（取締役会全体の実効性に係る分析・評価、評価結果）

　取締役会全体の実効性確保のため、取締役会において実効性に係る分析・評価を実施しております。

　2020年6月の取締役会において、全取締役及び全監査役に対するアンケート調査による自己評価をもとに取締役会の実効性について分析・評
価を行った結果、実効性については確保されていると評価しました。

　また、取締役会における議論のさらなる活性化に向けた、全取締役に対する情報提供の充実や議論の絞込み等について改善されていることが
確認されました。

　一方で、社外取締役、社外監査役に対して、当行の業務等の説明を行う機会をさらに拡充していく必要があるとの課題が確認されました。

　今後は、社外役員への情報収集機会のさらなる拡充等により、取締役会の議論をさらに深め、実効性の向上に繋げてまいります。

【原則4-14-2】（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）

　取締役・監査役に対する研修機会の提供・費用の支援等に係る方針については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナ
ンスに関する基本方針」の第24条（取締役および監査役のトレーニング）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

【原則5-1】（株主との建設的な対話に関する方針）

　株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガ
バナンスに関する基本方針」の第25条（株主との建設的な対話の促進）に記載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.sagabank.co.jp/outline/governance.pdf）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

明治安田生命保険相互会社 796,908 4.75

佐賀銀行行員持株会 656,061 3.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 579,400 3.46

株式会社十八銀行 522,300 3.11

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 486,000 2.90

日本生命保険相互会社 380,606 2.27

株式会社肥後銀行 347,959 2.07

株式会社福岡銀行 307,526 1.83

住友生命保険相互会社 281,300 1.67

株式会社西日本シティ銀行 279,479 1.66

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、福岡 既存市場



決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

古舘直人 他の会社の出身者

富吉賢太郎 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

古舘直人 ○ 日本銀行OB

　元日本銀行に勤務されていたことから金融機
関に関する専門的な知識、経験等を有している
ため、社外取締役に選任しています。

　また、当行と特別な利害関係がないため独立

性が高く、一般株主と利益相反が生じる恐れの
ないことから独立役員として選任しています。

富吉賢太郎 ○
株式会社佐賀新聞社非常勤取締役名誉
論説委員長

　株式会社佐賀新聞社に永年勤務され、専務
取締役編集主幹論説委員会論説委員長を務
められ、豊富な経験と幅広い知識を有している
ため、社外取締役に選任しています。

　また、当行と特別な利害関係がないため独立

性が高く、一般株主と利益相反が生じる恐れの
ないことから独立役員として選任しています。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

独立社外役員会議 5 0 0 2 0 3
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

独立社外役員会議 5 0 0 2 0 3
社外取
締役

補足説明

　当行は、独立社外取締役及び独立社外監査役が、当行の業務執行の監督・監査を行うにあたり、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認
識共有を図ること、および取締役会の諮問機関として、取締役・監査役候補の指名、頭取を含む役付取締役である経営陣幹部の選解任や報酬、
頭取等の後継者育成等、重要事項に関する論議を行うことを目的とする「独立社外役員会議」を設置しています。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役会は会計監査人と定期的に意見交換会を開催し、監査状況の説明を受け、相互に意見交換を行うなど緊密な連携を保っています。

　また、監査役は内部監査部門と定期的に意見交換会を開催し、監査役の業務監査が効率的に行えるよう、監査役は適宜必要な情報を内部監

査部門に求めることができる体制としています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

井寺修一 弁護士

田中俊章 その他

池田巧 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）



k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

井寺修一 ○ 弁護士

　法的専門知識が豊富であるため、社外監査
役に選任しております。

　また、当行と特別な利害関係がないため独立
性が高く、一般株主と利益相反が生じる恐れの
ないことから独立役員として選任しています。

田中俊章 ○ 大蔵省ＯＢ

　行政面からの金融機関に関する知識が豊富
であるため、社外監査役に選任しています。

　また、当行と特別な利害関係がないため独立
性が高く、一般株主と利益相反が生じる恐れの
ないことから独立役員として選任しています。

池田巧 ○ 佐賀県ＯＢ

　行政面に関する知識が豊富であるため、社外
監査役に選任しています。

　また、当行と特別な利害関係がないため独立
性が高く、一般株主と利益相反が生じる恐れの
ないことから独立役員として選任しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

経営改革の一環として役員報酬制度を見直し、役員の業績向上と企業価値向上への貢献意欲および株主重視の経営意識をより高めるため、株

式報酬型ストック・オプションを導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

社内取締役を、ストック・オプションとしての新株予約権の付与対象者としております。監査役及び社外取締役については、その独立性・中立性

を確保する観点から、対象者としておりません。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2019年度における当行の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりです。

　取締役(社外取締役を除く)11名に対する年間報酬等の額　226百万円

　監査役(社外監査役を除く) 1名に対する年間報酬等の額　 21百万円

　社外役員7名に対する年間報酬等の額　19百万円

上記につきましては、有価証券報告書において開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当行の取締役の報酬については、役位に応じて定額で支給する「基本報酬」、当行の業績等を勘案して支給する「賞与」、当行の企業価値を反
映した株価と報酬の連動性を高めるための「株式報酬型ストックオプション」にて構成しております。

　なお、社外取締役及び監査役の報酬については、独立性確保の観点から定額で支給する「基本報酬」のみとしております。

　当行の取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定
しており、この点で株主の監視が働く仕組みとなっております。

　なお、各取締役及び各監査役の報酬額は上記限度額の範囲内で、原則年１回、取締役会の諮問機関である「独立社外役員会議」への諮問を経
て、取締役会において決定します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

・社外取締役に対しては、取締役会開催前に担当部署による議案内容の事前説明や各種情報提供を行い、社外監査役に対しては、監査役会に
て常勤監査役が事前に議案説明を行うなど、社外取締役及び社外監査役の職務遂行をサポートする体制を整備しています。

・社外監査役を含め監査役・監査役会を補助する組織として、監査役室を設置し、専任のスタッフを配置しています。

・社外監査役へは、監査役会開催時などに必要な情報について報告し、また、社外監査役からの調査依頼については、常勤監査役及び監査役室
が対応しています。

　なお、監査役会の開催は、毎月業務監査役会1回、定例監査役会1回を原則とし、必要ある場合は都度臨時監査役会を開催いたしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当行の取締役会は、取締役11名により構成され、当行の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、社外取締役2名を

選任し、取締役会の監督機能強化や、取締役会における意思決定の公正性、客観性の向上を図っています。

　当行は監査役制度を採用しており、社外監査役3名を含む4名からなる監査役会が、取締役の職務執行状況を監査し、助言を行っています。

　また、当行及び当行グループに在籍経験のない社外取締役及び社外監査役が、独立した立場より当行の業務執行の監査・監督を行う体制とす

ることにより、コーポレートガバナンスの実効性と健全性の確保に努めています。

　なお、当行の取締役は14名以内、監査役は4名以内とする旨を定款で定めています。

　当行では、急速に変化する経営環境に適切かつ迅速に対応していくため、また、業務執行が適正に行われるよう、取締役会等における審議の

充実と意思決定の迅速化を図っています。

　取締役会は、原則月1回開催され、法令等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決定しています。また、業務執行取締役の位

置付けを明確にし、その取締役会への報告を充実させるなど取締役会の機能強化を図っています。

　取締役会より委任を受けた銀行の常務に関する事項については、会長、頭取及び専務取締役並びに常務取締役により構成される常務会を原
則週1回開催しており、迅速な意思決定を図っています。さらに、業務の推進状況や全行的なリスク管理状況について協議・検討を行う機関とし
て、会長、頭取、専務取締役、常務取締役及び社外取締役並びに関係部長により構成される経営会議(毎月)・コンプライアンス委員会(四半期毎)
を開催するなど、コーポレートガバナンスの充実を図っています。また、取締役会はもちろんのこと、常務会など経営の重要な会議には監査役が
出席し、「動態的監査機能」を充実させています。

　当行は、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として、取締役・監査役候補の指名、頭取を含む役付取締役である経営陣幹部の選解任や
報酬、頭取等の後継者育成等、重要事項に関する論議を行うことを目的とし、独立社外役員である社外取締役および社外監査役にて構成される
「独立社外役員会議」を、取締役会の諮問機関として設置しています。

　

　

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。

　社外取締役には、取締役会の監督機能強化や、取締役会における意思決定の公正性、客観性の向上を、社外監査役には、監査体制の中立性
及び独立性の向上を図る目的で、それぞれの経験・識見等に基づく中立的な意見の表明を期待して選任します。

　また、当行は金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、当行が定める「独立性判断基準」に則って、社外取締役および社外監査役を選任
しています。

　なお、当行は、社外取締役および社外監査役が、当行の業務執行の監督・監査を行うにあたり、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識
共有を図ること、および取締役会の諮問機関として、取締役・監査役候補の指名、頭取を含む役付取締役である経営陣幹部の選解任や報酬、頭
取等の後継者育成等、重要事項に関する論議を行うことを目的とし、独立社外役員である社外取締役および社外監査役にて構成される「独立社
外役員会議」を設置しています。

　これらの体制に基づき、独立性の高い社外取締役による経営監督機能や監査役・監査役会による監査機能を活用することにより、コーポレート
ガバナンスの実効性を確保できるものと考えています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

2020年6月の第91期定時株主総会におきましては株主総会開催日の21日前に招集通知
を発送しております。

招集通知発送日：2020年6月4日

株主総会開催日：2020年6月26日

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加するとともに、第90期定
時株主総会におきましては、招集通知を株主宛発送日（6月4日）より前の6月2日より、東
京証券取引所及び当行ホームページに掲載しています。

招集通知（要約）の英文での提供 東京証券取引所及び当行ホームページに掲載しています。

その他
株主総会において、事業報告のビジュアル化を実施しております。

当行ホームページに株主総会招集通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

毎年、佐賀県と福岡県において、取引先や株主を対象として、決算

説明および経営戦略に関する説明会を開催しています。

2020年度については、「会社説明会」に替えて「異業種交流会」を開催すること
としており、同会にて実施予定です。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎年１回、決算説明および経営戦略に関する説明会を東京にて開催していま

す。

当行では例年6月に実施していましたが、2020年度については新型コロナウイ
ルス感染症の鎮静化の目処が見通せないことから中止としました。

あり

IR資料のホームページ掲載
IR資料をホームページへ掲載しております。

（URL　https://www.sagabank.co.jp）

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「経営の基本方針」として、「地域社会の発展に奉仕する」・「顧客および株主の信頼に応え
る」・「従業員の福祉を向上させる」ことを掲げております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当行は、従来より「経営の基本方針」に基づいた企業経営を行うことで、SDGｓ/ESGの精神
に沿った取組みを行ってきましたが、2019年10月に、国連が定めたSDGｓの趣旨に賛同し、
高い意識をもって継続かつ強化することを目的として、2019年10月に「佐賀銀行グループ
SDGｓ宣言」を制定いたしました。

これらの取組みを通じて、佐賀銀行グループ一丸となって地域社会、地域経済の成長と発
展に貢献してまいります。

～佐賀銀行グループSDGｓ宣言～

佐賀銀行グループは、地域の社会、経済が持続的に成長・発展することに貢献するため、
国連が定めたSDGｓ(持続可能な開発目標)の趣旨に賛同し、全役職員が高い責任感を
持って取組むことを宣言します。



その他

＜女性の活躍推進に向けた取組み＞

　当行では、仕事と家庭の両立支援を進めていく観点から、育児・介護休暇制度や短時間
勤務制度、パートタイマーの正行員登用制度の導入・利用促進など、職場環境の改善・整
備に取り組んでおります。2015年4月には、人事制度改定により職能資格体系を見直し、こ
れまで女性がその大多数を占めていた一般職を地域総合職へ移行し、地域総合職が総合
職と同様の管理職ポストに就くことを可能としました。

　また、これまで支店長・役席など管理職への積極的な登用を行ってまいりましたが、これ
まで以上に幅広い分野で女性が能力を発揮できるよう、キャリア形成支援のための研修や
各種制度の整備・改善に取組み、女性の活躍推進を進めてまいります。

　2018年10月には、厚生労働省より女性の活躍推進に関する取組み状況が優良な企業と
して、九州・沖縄地区の金融機関として初めて、「認定マーク(愛称：えるぼし)」の最高位（3
段階目）を取得いたしました。

　“えるぼし”の認定段階は、５つの評価項目(「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」
「管理職比率」「多様なキャリアコース」)の基準を満たす項目数に応じて３段階あり、当行
は、全ての評価項目で認定基準を満たしました。

※女性活躍推進法に基づき以下の通り「一般事業主行動計画」を策定しております。

（１）計画期間　2016年4月1日～2021年3月31日（5年間）

（２） 数値目標　役職者以上（※）に占める女性の割合を15%とする。

　　【2016.3末　10.2%、2017.3末　11.6%、2018.3末　12.4%、2019.3末　13.7%、2020.3末 14.5%】

　　　※役職者以上：管理職および部下を持つ役職者と定義します。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当行取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　法令等の遵守に係る「法令遵守の基本方針」・「法令遵守の遵守基準」・「コンプライアンス・マニュアル」等を制定し、全役職員が法令・定款およ

び内規を遵守した行動をとるための行動規範を定め、法令・定款に違反する行為を未然に防止するよう努めています。

　また、コンプライアンスの確立・浸透・定着を目的に、頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、経営管理部を担当部署

としコンプライアンスに関する指導、教育等の実務を担わせています。

　さらに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で断固として対決し、関係遮断及び被害の防止のた

めの体制整備に努めています。

２．当行取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に関する情報については、「取締役会規程」・「常務会規程」・「経営会議規定」・「文書管理要領」その他規定に基づき保存・管
理しています。

３．当行の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　「リスク管理方針」・「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー毎の責任部署を定めるとともに統合管理部署を経営管理部と定め、リスクを網

羅的・総括的に管理しています。

　また、リスク管理状況については、経営管理部が定期的（四半期ごと）に取締役会に報告する体制とし、取締役会は問題点の把握と改善に努め

ています。

４．当行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　中期経営計画、営業方針その他全行的な目標を定め、各部門が実施すべき目標や施策を明確にするとともに、「職務および権限規程」に基づ

いた職務分担・権限・執行方法を定め、また、取締役会等において定期的にその結果を把握し、改善を促すことにより目標達成の確度を高め、業

務の効率化を実現することとしています。

５．当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当行は健全且つ円滑なグループ経営の実現・維持を目的として「関連会社管理規程」を制定しています。

　当行のグループ会社に対しては、契約に基づく当行監査部による監査および当行より派遣するグループ会社の監査役による監査を実施すると
ともに、当行の監査役会による往査を実施しています。

　また、「関連会社代表者会」、「関連会社ヒアリング」等を通じて、各社の業績、要望・課題、内部統制システムの整備状況その他について把握す
ると共に、緊密な連携を図っています。

　これらの取組みにより、「グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制」、「グループ会社の損失の危険の
管理に関する規定その他の体制」、「グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」、「グループ会社の
取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」について、当行グループとしての適性性を確保してい
ます。

６．財務報告の適正性を確保するための体制

　当行グループの財務報告の適正性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切に運用しています。

７．当行監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及びその使用人の取締役からの独立性並びに当該監査役の使用人に対する
指示の実行性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役室を設置し専任のスタッフを配置しています。当該専任スタッフは、監査役（会）の指示に基づ
き調査、情報収集を行いその結果を報告する等の監査業務の補助を行っています。

　また、当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するため、その人事異動・人事評価等については、事前に監査役会に意見を求め、これを

尊重することとしています。

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

（１）当行及びグループ会社の取締役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行監査役に報告・通報するための体制

　当行取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重要な事項について、監査役へ報告することとしています。また、当行及び
グループ会社の法令等違反行為や不正行為等につき、当行を含め各グループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」に基づき、当行グループ
の役職員から当行が設置する内部通報窓口(経営管理部、常勤監査役、行外受付窓口)に対し報告または通報を行う体制とし、報告・通報を受け
た内部通報窓口は、当該事実を監査役に報告することとしています。

　さらに、監査役が、取締役会・常務会その他重要な会議に出席するなど常に当行の経営に係る重要な情報を把握できる体制としています。

（２）報告通報した者が当該報告・通報をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当行及びグループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」では、当該報告・通報したことを理由として報告・通報者に対し、解雇・懲戒処分・降
格・減給等不利益な処遇をしてはならないことを定め、警告・通報者の保護を図る体制としています。

９．当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係
る方針に関する事項

　当行は、監査役（会）が監査の実施のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求めたり、調査・鑑定等を委託した場
合の所要の費用については、当行が速やかに支払うこととしています。

10．その他当行監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役及び内部監査部門は、監査役会とそれぞれ定期的に意見を交換しています。また、取締役及び使用人は監査役会から報告を求め

られた事項について報告することとしています。

　さらに、経営の重要な会議には監査役の出席を認め、「動態的監査機能」を強化しています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、経営管理部を対応統括部署と定め関係遮断及び被害の防止のための体制
整備に努めています。

　さらに、以下のとおり反社会的勢力への対応に関する基本方針を制定しております。

１．反社会的勢力による不当要求に対しては、被害防止のため組織として対応する体制を構築します。

２．反社会的勢力による不当要求に備え、警察や弁護士等外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。

３．反社会的勢力とは取引関係を含め、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

４．反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から必要な法的対応を行ないます。

５．反社会的勢力に対する資金提供や事案を隠蔽するための裏取引は行ないません。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【参考資料：模式図】 
 

＜コーポレートガバナンス体制の概要＞ 
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＜適時開示体制の概要＞ 

 

当行の会社情報の適時開示に係る行内体制の状況は､下記のとおりです。 

 

 

適時開示規則上開示が求められる会社情報に該当する決定事実及び発生事実に関する

情報が認められた場合には､下図の体制で適切な開示措置を講じております。 
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主管部(総合企画部) 

内容把握・適時開示の要件判定 
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